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資格取得時のご本人確認の徹底のお願い
令和８年４月から国民年金保険料額、年金額が改定されました
・
・
協会けんぽの健診がさらに手厚く、新しくなります！
生活習慣病予防健診・人間ドック健診のご案内
・
・

・
・
年金出張相談窓口のご案内
令和８年度社会保険協会費請求書をお送りしています

佐賀労働局

佐賀県社会保険協会

令和８（2026）年度　雇用保険料率のご案内・

社会保険事務講習会のごあんない
令和８年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

・
・

information会員事業所

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

所在地：佐賀県小城市小城町861　TEL：0952 -37-3173

■株式会社 村岡総本舗本店と村岡総本舗羊羹資料館

菓子づくりは村岡総本舗の永遠のテーマです。菓子は人の心に夢と希望を与えるものとして、古来食の
歴史の中で大きな役割を果たしてきました。羊羹業をはじめた明治32(1899)年、今より百年以上前から
羊羹づくり、菓子づくりがゴールのない道としてこれまで続き、伝統製法の「切り羊羹」を守り続けています。
また、羊羹のグレードや製法により、小豆、砂糖、寒天を使い分けることや、工夫をこらした自家製餡など羊羹和菓子の
専門店として多くの方に愛されております。近年は「シベリア」「カシューナッツ羊羹」といった人気商品も注目を浴びて
おります。おいしい羊羹・和菓子には人々を笑顔にする力があると信じています。

小城本店に隣接している村岡総本舗羊羹資料館は、国の有形文化財
に登録され、佐賀県から「22世紀に残す佐賀県遺産」に（隣接す
る本店建物とともに）指定されています。小城にお出かけの際は、
弊店にもお立ち寄りいただければ幸いです。

～ 菓子作りはゴールのない道 ～



日本年金機構では、資格取得の一層の適正化に努めるため、事業主の方に資格取得時の

ご本人確認の徹底をお願いしています。

運転免許証、マイナンバーカード（写真付きのもの）、旅券（パスポート）、在留カード、国または地方公共

団体の機関が発行した資格証明書（写真付きのもの）等（その他、本人確認の証明書については日本

年金機構ホームページの「申請・届出様式」をご覧ください。）

※上記確認書類は有効期限内のものに限ります。

・日本に住所を有する２０歳以上の方であれば、原則として基礎年金番号をお持ちです。

・２０歳未満、外国人の方で、基礎年金番号をお持ちでない方は、必ず個人番号を記入したうえで、

ご提出ください。

資格取得時のご本人確認の徹底のお願い

本人確認を行ったうえで、個人番号をご記入ください。基礎年金番号（※１）を記入する場合は、

年金手帳もしくは基礎年金番号通知書に記載されている番号を左詰めでご記入ください。

住民票で個人番号を確認し、運転免許証等により身元確認をお願いします。

資格取得届に個人番号を記入のうえ、ご提出ください。

（※１）

２０２６「社会保険さが２/３月号」２頁の記載内容に誤りがございました。
ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

《訂正箇所》２頁６行目（ 誤 ）※令和７年１２月より 資格確認書等 の添付は不要となりました。

（ 正 ）※令和７年１２月より 健康保険被保険者証 の添付は不要となりました。
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２０２６「社会保険さが２/３月号」２頁の訂正について

～60歳以上の方が退職後1日の間もなく再雇用された場合～

〈本人確認ができる主なもの〉

被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出していただくことにより、再雇用された
月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。

以下の（１）と（２）の両方、又は（３）を添付のうえ提出してください。
（１）就業規則や退職辞令の写し（退職日が確認できるもの）
（２）雇用契約書（継続して再雇用された日が確認できもの）
（３）退職日及び再雇用された日に関する事業主の証明書
※電子申請により提出される場合は画像ファイル（PDF 形式・JPEG 形式）による添付データとして提出してください。

新たに採用する（被保険者となる）方

個人番号または基礎年金番号の確認ができない場合

～お詫び～

↓
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令和８年４月分保険料の納付期限は令和８年６月１日（月）です。

令和８年５月分保険料の納付期限は令和８年６月３０日（火）です。

令和８年度の年金額は、物価変動率（＋３.２％）及び名目手取り賃金変動率（＋２.１％）がともにプラス

となり、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るため、名目手取り賃金変動率を用いて

改定されます。

また、マクロ経済スライドによる調整率（国民年金（基礎年金）－０.２%、厚生年金（報酬比例部

分）－０.１%）により、令和８年度の年金額は、令和７年度から国民年金（基礎年金）が１.９%の引上げ、

厚生年金（報酬比例部分）が２.０％の引上げとなります。

令和８年４月分から令和９年３月分までの国民年金保険料は、月額１７，９２０円になりました。
納めた国民年金保険料は「社会保険料控除」として全額控除の対象となり、税金の負担が軽減

されます。

国民年金保険料は金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマート

フォン決済で納付できます。また、クレジットカードによる納付やインター

ネット等を利用しての納付、そして便利で安心、お得な口座振替もあります。

保険料についてご不明な点がありましたら、お近くの年金事務所にお尋ね

ください。

一般的な年金の加入に関するお問い合わせは

「ねんきん加入者ダイヤル」ＴＥＬ０５７０-００３-００４（ナビダイヤル）をご利用いただけます。

一般的な年金相談に関するお問い合わせは

　　　　　「ねんきんダイヤル」ＴＥＬ０５７０-０５-１１６５（ナビダイヤル）をご利用いただけます。

※年金額改定通知書については、令和８年６月中旬頃送付予定です（一部の方については、令和８年５月に送付される
場合もあります。）。

【年金額改定の例】

老齢基礎年金（４０年間国民年金定額保険料を納付された方）

令和８年３月まで

８３１,７００円(年額)
８２９,３００円(年額)

令和８年４月から

８４７,３００円（年額）（S３１．４．２生～）
８４４,９００円（年額）（～S３１．４．１生）

国民年金保険料額が改定されました

令和８年４月から年金額が改定されました

●各年金事務所　お客様相談室お問い合わせ先

●各年金事務所　国民年金課お問い合わせ先

社会保険料
（国民年金保険料）は
納付期限内に
納付しましょう。
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協会けんぽ佐賀支部ＬＩＮＥのご登録はこちらから！
役立つ情報が満載です！ 

ID:@kenpo_saga

〒８４０-８５６０
佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル

℡０９５２-２７-０６１１(代表)全国健康保険協会 佐賀支部

１．人間ドック健診に対する補助を開始

２．生活習慣病予防健診の対象者を若年者へ拡大

３．40歳以上の女性に骨粗しょう症検診を開始

対　　象

補 助 額

内　　容

３５歳～７４歳の被保険者

協会けんぽが最高２５,０００円補助します

一般健診の項目に検査項目がさらに追加され、当日の医師による健診結果説明や
特定保健指導も含まれる総合的な健診です。

対　　象

自己負担額

内　　容

２０歳、２５歳、３０歳の被保険者

最高２,５００円

血液検査や尿検査などの一般的な検査に肺のがん検診を加えた若年者用の健診です。

対　　象

自己負担額

内　　容

一般健診・節目健診を受診する４０歳～７４歳の偶数年齢の女性被保険者

最高１,３９０円

問診や骨の中にあるカルシウムやマグネシウム等の成分量を測定することで、
骨粗しょう症の予防と早期発見を目的とした検診です。（単独受診はできません。）

令和８年３月下旬頃、事業所宛てに『生活習慣病予防健診のご案内（リーフレット）』をお送りしています。
申込手続きは健診機関への予約のみで簡単です。ぜひご利用ください。

全国の協会けんぽが契約す
る健診機関で受診すること
ができます。協会けんぽへの
申込手続きは不要です。

受診当日は、マイナ保険証
等※及び検査容器などを
忘れずにお持ちください。

生活習慣の改善が必要な
方は「特定保健指導の利
用」、要治療と判定された
方は「医療機関の受診」を
お勧めいたします。

※保険資格の確認方法は、事前に健診
機関へお問い合わせください。

1 2 3受診を希望する
健診機関に
予約する

健診を
受診する

健診結果を
確認する 健診実施機関等

の一覧はこちら

生活習慣病予防健診 人間ドック健診
 (協会けんぽから補助が出る健診)

対象者 ３５～７４歳の被保険者 ２０.２５.３０歳の被保険者

自己
負担額

最高５,５００円
 (協会けんぽ補助額：
  　　　　　　　　最高１４,１３５円)

対象者 ３５～７４歳の被保険者

協会けんぽ
補助額

最高２５,０００円最高２,５００円

令和８年度から
スタート!

令和８年度から
スタート!



令和８（2026）年度 雇用保険料率のご案内
事業主・被保険者の皆さまへ

佐賀労働局

５

令和８（２０２６）年４月１日から令和９（２０２７）年３月３１日までの雇用保険料率は以下の
とおりです。

・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに５/１,０００に変更に

なります（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は６/１,０００に変更になり

ます。）。

・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き３.５/１,０００です（建設

の事業は４.５/１,０００です。）。

＜令和８年度の雇用保険料率＞

負担者

事業の種類

一般の事業

（令和７年度） 5.5/1,000

6.5/1,000

6.5/1,000

建設の事業

（令和７年度）

（令和７年度）

①
労働者負担
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

②
事業主負担 ①＋②

雇用保険料率失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

農林水産・
清酒製造の事業

※

5/1,000

6/1,000

6/1,000

5.5/1,000

6.5/1,000

6.5/1,000

5/1,000

6/1,000

6/1,000

9/1,000

10/1,000 

11/1,000

8.5/1,000

9.5/1,000

10.5/1,000

3.5/1,000

3.5/1,000

4.5/1,000

3.5/1,000

3.5/1,000

4.5/1,000

14.5/1,000

16.5/1,000

17.5/1,000

13.5/1,000

15.5/1,000

16.5/1,000

（枠内の下段は令和７年４月～令和８年３月の雇用保険料率）

（青字は変更部分）

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については

　 一般の事業の率が適用されます。



一般財団法人 佐賀県社会保険協会

会 場 場 所日 時 講 師

サンメッセ鳥栖
（鳥栖市本鳥栖町１８１９）

高齢者ふれあい会館りふれ
（唐津市二夕子３－１５５－４）

鳥栖

佐賀

鹿島

唐津

鹿島市生涯学習センターエイブル
（鹿島市大字納富分２７００－１）

中村 好江

島﨑 恵理

吉村  多惠子

社会保険労務士

横田 弘美
特定社会保険労務士

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士

アバンセ
（佐賀市天神３－２－１１）

令和８年

令和８年

令和８年

令和８年

４月２４日（金）

４月２３日（木）

　４月２２日（水）

６

対象者 新規適用事業所および社会保険事務担当初心者の方

令和8年度

テキスト 令和８年度版 社会保険の事務手続

新規適用事業所及び社会保険事務担当初心者の方を対象に、社会保険の基礎を
わかりやすく学びます。【初級編】

『新規適用事業所・新任担当者のための基礎講座』

～学びのポイント～

・標準報酬月額の決定と改定

・保険料と被保険者期間

・健康保険の給付

実施時間 各会場共通　１３：２０受付 １３：４０開始 １６：００終了予定

申込方法 ホームページよりお申込み下さい。

お申込み
お問合せ

一般財団法人 〒８４０ｰ０８１６
佐賀市駅南本町６－４　佐賀中央第一生命ビル９階佐賀県社会保険協会

ＴＥＬ.０９５２ｰ２６ｰ３１７１　　FAX.０９５２ｰ２６ｰ３３７７

参　加　費
(但し、非会員事業所及び令和７年度会費未納事業所は３，０００円のご負担をお願いします。)
会員事業所は無料

募集定員 佐賀…５０名 鳥栖・唐津・鹿島…３０名

佐賀県社会保険協会 検索

お申し込み後、登録されたメールアドレスに受講通知（申込完了）のメールが

届きますので、講習会当日、メールの画面を印刷してご持参ください。

なお、定員が上限に達している場合や今年度の会費の入金が確認できない場合は、当協会より

ご連絡いたします。

また、メールが届かない場合は、お手数ですが当協会までご連絡をお願いします。

社会保険事務講習会のごあんない

４月２１日（火）

事務講習会お申し込み後、都合によりキャンセルされる場合は、

早めにご連絡いただきますようお願いいたします。



７
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佐賀年金事務所
0952-31-4191

唐津年金事務所
0955-72-5161

多久市役所

基山町役場

伊万里市役所

鹿島市役所

有田町役場

出張相談所 予約申込先

10:00～16:00

10:00～16:00

 9:30～15:30

10:00～16:00

10:00～15:00

第1・3水曜日

第2・4火曜日

第1月曜日・毎週金曜日

第1・3火曜日

第2水曜日

1日・15日

14日・28日

7日・21日

8日

3日・6日・10日
17日・24日

武雄年金事務所
0954-23-0121

受付時間：月～金曜日（平日）８：３０～１７：１５
※土・日・祝日、１２月２９日～１月３日はご利用
いただけません。
予約相談希望日の1か月前から前日まで
受付しています。
ご連絡の際は､基礎年金番号か個人番号
（マイナンバー）の分かるものをご準備くだ
さい。

＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部

〒840-0816　佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル９階
TEL：0952-26-3171 FAX：0952-26-3377 URL：https: //www.syahokyo-saga.or.jp/

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

★令和8年度の会費の算定にあたっては、法人文書開示請求手続き
により日本年金機構から提供された令和7年9月時点の被保険者
数情報により算定しています。

★令和8年4月1日時点で、会費の変更を伴う被保険者数の変動が 
あった場合は、当協会までご連絡いただきますようお願いします。

★口座振替の事業所様については、「口座振替案内書兼ご請求書」
をお送りしています。

★銀行振込の事業所様については、「ご請求書」をお送りしています。

令和8年度 社会保険協会費請求書をお送りしています。

令和8年度版 「社会保険の事務手続き」 を送付します。

払込取扱票は郵便局とコンビニエンスストアどちらでも払込みできます!!

令和８年６月末日までに納入いただきますようお願いします。

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

送付等スケジュール▼ ▼ ▼ ▼ ～～お早めの納入をお勧めします～～

令和8年度会費
納入時期 等 送付等の時期 備　考

４月事務講習会
参加事業所 講習会において配付

５月末～６月上旬

会費納入確認後、随時

講習会テキストとして使用

６/７月号広報誌と同時送付
４～５月 納入

口座振替 (4/27 引落 )

６月以降納入

年金相談の時間延長　週初めの開所日　１７：１５～１９：００
県内年金事務所の第2土曜日の休日相談については予約制です。
　　　　　　　　　　　　　　受付時間   ９：３０～１６：００

年金事務所受付時間：平日（月曜～金曜）の８：３０～１７：１５まで

※年金事務所では予約による
　年金相談を受付けておりますので、
　希望される日の前日までに
　お申込みください。

予約申込先
「予約受付専用電話」

☎0570-05-4890

（一般電話）

（ナビダイヤル）

050で始まる電話でおかけになる場合は

☎03-6631-7521

※いずれの日も12：00～13：00の時間帯は除きます。

開設日・相談時間 4月

20日

12日・26日

19日

13日

1日・8日・15日
22日・29日

5月

《出張相談【予約制】》


